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排出事業者の委託先処理施設等の現地確認義務について

　　岐阜県環境生活部廃棄物対策課

　排出事業者は、委託した産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物につい
て発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必
要な措置を講ずるように努めなければならないとされており（廃棄物処理法第12条第 ７ 項）、平
成28年 1 月の食品廃棄物の不正転売事案の発覚以降、より一層、排出事業者の処理責任が問われ
ることとなっています。
　岐阜県では、産業廃棄物の適正処理の確保、不適正処理の防止の観点から、岐阜県廃棄物の適
正処理等に関する条例（以下「適正処理条例」といいます。）第18条の規定に基づき、県内の産
業廃棄物排出事業者（以下「排出事業者」といいます。）に対し、処理施設等の実地調査によ
り、委託先の処理能力を確認することを義務付けています。排出事業者から実地調査の依頼が
あった場合には御対応・御協力いただきますようお願いします。
　実地調査の実施義務の概要については次のとおりです。

行政ニュース

★実地調査の実施義務の概要
(１）実地調査の方法
　　　排出事業者は、産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合には、

次の調査を行うとともに、調査結果を記録しておく必要があります。
（適正処理条例施行規則第 ９ 条)

　　①産業廃棄物の収集運搬を委託する場合
　　当該産業廃棄物収集運搬業者の収集運搬車両、機材、容器及び積替え保管

施設を実地に調査
　　②産業廃棄物の処分を委託する場合
　　　　当該産業廃棄物処分業者の処理施設を実地に調査
(２）定期的な確認等の実施
　　　排出事業者は、産業廃棄物処理業者による産業廃棄物の処理状況を定期的(※）

に確認・監視する必要があります。（適正処理条例第18条第 2 項）
　　※適正処理条例運用通知において、確認・監視については、年 1 回以上実施する

ことしています。
(３）優良産廃処理業者に処理を委託する場合の実地調査の免除

　優良産廃処理業者に処理を委託した場合については、規定の趣旨を踏まえ、当
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　なお、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、排出事業者からコロナ禍における実地調査の要
否について問い合わせを受けることがありますが、処理施設等における処理の状況を写真や映像
等で確認する等、実施可能な範囲で実施するよう案内しております。
　また、昨今のデジタル化の推進に伴い、オンラインで処理状況の調査が可能な場合には、実地
調査に代わる方法となり得ると考えております。排出事業者から確認の依頼等があった場合に
は、適宜ご対応いただくようお願いします。

【参考通知等】
　○平成29年６月20日付け環廃産発第1706201号
　　｢排出事業者責任に基づく措置に係る指導について（通知）」
　　https://www.env.go.jp/hourei/add/k060.pdf
　○岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例運用通知
　　https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/88131.pdf

行政ニュース

該業者が公表している産業廃棄物の処理状況や事業の用に供する産業廃棄物処理
施設の維持管理に関する情報により、適正処理が行われていることを間接的に確
認すれば足るものとしています。　　　

（適正処理条例運用通知）
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行政ニュース

【関連条文】
○岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例（抜粋）

(処理を委託する場合における確認等）
第十八条　産業廃棄物排出事業者は、県内産業廃棄物の処理を産業廃棄物収集運搬業者又は
産業廃棄物処分業者（以下これらを「処理業者」という。）に委託しようとするときは、規
則で定めるところにより、当該委託しようとする処理業者が当該委託に係る県内産業廃棄物
を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。ただし、廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令第三百号）第六条の九第二号、第六条の十一第二
号、第六条の十三第二号及び第六条の十四第二号に規定する基準に適合すると認められた者
に委託しようとするときは、この限りでない。
２　県内産業廃棄物の処理を処理業者に委託した産業廃棄物排出事業者は、当該委託に係る
県内産業廃棄物が適正に処理されるよう、処理状況の定期的な確認その他の方法により監視
しなければならない。
３　産業廃棄物排出事業者は、処理を委託した産業廃棄物が不適正に処理されていることを
知ったときは、その権限により容易に対処することができると認められる措置を講ずるよう
努めるとともに、当該不適正処理の状況及び講じた措置の内容を知事に報告しなければなら
ない。

○岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則（抜粋）
(県内産業廃棄物の処理を委託する場合における確認の方法）
第九条　条例第十八条第一項の規定により規則で定めることとされている県内産業廃棄物の
処理を委託する処理業者が当該県内産業廃棄物を処理する能力を備えていることの確認は次
に掲げる方法により行う。

一　産業廃棄物収集運搬業者に委託しようとするときは、当該産業廃棄物収集運搬業者の
収集運搬車両、機材、容器及び積替え保管施設を実地に調査し、その結果を記録する
こと。

二　産業廃棄物処分業者に委託しようとするときは、当該産業廃棄物処分業者の処理施設
を実地に調査し、その結果を記録すること。
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行政ニュース

単回使用の医療機器の再製造等に係る取扱いについて

　　岐阜県環境生活部廃棄物対策課

　日頃から、県の廃棄物行政に御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
　このことについて、別添のとおり環境省及び厚生労働省から通知がありましたので、御承知お
きいただくとともに、貴会員へ周知くださるようお願いします。
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行政ニュース
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行政ニュース
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行政ニュース
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全産連ニュース
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全産連ニュース
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全産連ニュース

公益社団法人全国産業資源循環連合会より「令和3年度最低賃金額の改定に関する周知・広
報の実施等について」(協力依頼）に関する資料提供です。
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全産連ニュース
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全産連ニュース
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全産連ニュース
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全産連ニュース
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地 域 だ よ り
～岐阜県・現地機関ニュース～

「東美濃観光パスポート」について
～電子アプリでより手軽に楽しめるようになりました～

岐阜県恵那県事務所環境課　

　東美濃エリアの周遊活性と地産地消を図ることを目的として、平成2９年度から開始した「東美
濃観光パスポート」事業について、今年度も令和 ３ 年 ７ 月 1 日(木)からスタートしています。
　この「東美濃観光パスポート」事業は、202７年のリニア中央新幹線開業を見据えた観光振興の
ため、県とリニア沿線 ７ 市町(多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、可児市、御嵩町)
の行政、観光団体で組織した「東美濃歴史街道協議会」が開催するもので、令和 2 年度から従来
の紙版に加えて電子アプリ版も登場しました。
　当県事務所の管内に位置する中津川市と恵那市を楽しく巡っていただける「東美濃観光パスポ
ート」について紹介していきます。

○東美濃観光パスポートの概要
　紙版と電子アプリ版の二種類でお楽しみいただけます。
　紙版については、 ７ 市町の観光案内所、道の駅等で発給しており、「東美濃観光パスポート」
を持って参加施設を訪問すると、スタンプの取得とあわせて各施設で「おもてなし特典」を受け
ることができます。さらに、集めたスタンプ数に応じて ７ 市町の特産品など懸賞に応募すること
ができます。
　電子アプリ版については、上記の内容に加えて、一部参加施設で使える500円分のクーポンが
先着３,000名に発行され、よりお得にお楽しみいただけます。

　実施期間　　：令和 ４ 年 2 月28日(月)まで
　実施施設　　：発給施設－6３施設(管内３1施設)
　　　　　　　　参加施設－３10施設(管内152施設)　
　ホームページ： https://higashimino.kokosil.net/
　　　 HP二次元コード

恵那峡(恵那市)苗木城(中津川市)
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○おもてなし特典
　各施設で設定した条件を満たすと施設独自の「おもてなし特典」が受けられます。管内の施設
でも各施設の特色を活かした特典が受けられますのでぜひご来訪ください。

　中津川市参加施設：8４施設
　　　【特典例】落合宿本陣：本陣手作りしおり
　
　恵那市参加施設　：68施設
　　　【特典例】道の駅おばあちゃん市・山岡：山岡特産の細寒天 8 gプレゼント

○賞品
　スタンプの押印数に応じて、３種類のコースを設けています。また、４市町以上で各１個以上
のスタンプを集めた応募者は、Ｗチャンス賞として「東美濃周遊賞」にもエントリーされますの
で、ぜひ、管内の施設をご訪問ください。

○恵那県事務所管内の県立自然公園
「東美濃観光パスポート」での周遊にあわせてぜひ管内の県立自然公園をご訪問してください。

賞 スタンプ数 賞品内容

ブロンズ賞 ３ 個 ７ 市町特産品（2,000円分相当)
シルバー賞 5 個 ７ 市町特産品（４,000円分相当)
ゴールド賞 ７ 個 ７ 市町旅行券（10,000円分)

自然公園名 概　　　　　　　　　要 面　　積 見どころ

恵那峡
県立自然公園

木曽川に迫る自然の断崖絶壁、屹立
する奇岩、峡湖周辺の山林ととも
に、清澄な湖水のかもし出す格調の
高い自然の景観がみられます。

1,505ha
(うち特別地域３1９ha)

恵那峡、
畳岩､傘岩

胞(えな)山
県立自然公園

富士見台、恵那山、根の上の恵那三
山を中心とし、亜高山樹林や灌木、
チシマザサに覆われた山岳景観高
原・湖が一体となった自然景観がみ
られます。

5,02７ｈａ
(うち特別地域４55ｈａ)

恵那山、
富士見台､
神坂峠

裏木曽
県立自然公園

古くからよく保存されてきた地域
で、木曽ヒノキを主とした優良木が
多く、これらの森林美を持つ山々の
渓谷は、水清く、幾つかの滝が懸か
り、山水画を思わせる日本的な景観
となっています。

11,65４ha
(うち特別地域４56ha)

小秀山、
渡合温泉､
付知峡、
夕森公園

地 域 だ よ り
～岐阜県・現地機関ニュース～
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　この度、前松永市長より本年 5 月に海津市政を引き継ぎました横川でございます。どうぞよろ
しくお願いいたします。
　一般社団法人岐阜県産業環境保全協会の皆様におかれましては、日頃から環境保全活動に対す
るご理解・ご協力、産業廃棄物の適正な処理、再生利用に向けた各種取組を通じて、快適な環境
の保全と美しいまちづくりに格別のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　本市は現在人口が約３３,３00人、岐阜県の最南端に位置し、東西延長が約1３㎞、南北延長が約
1７㎞、面積が112㎢の木曽三川の清らかな水や養老山地の緑豊かな自然環境と宝暦治水や明治改
修など、治山治水の歴史と伝統がいきづくまちです。市の中央部を流れる揖斐川以東の地域は濃
尾平野が広がる穀倉地帯で、それ以西は急峻な養老山地とその裾野に広がる扇状地・平地からな
り、観光施設である千代保稲荷神社(おちょぼさん)・南濃温泉｢水晶の湯｣・海津温泉・国営木曽
三川公園などへは市外からも多くの人々が訪れ、年間約４00万人の入込客数となっています。
　海津市の誇る木曽三川など美しい自然環境を保全し、人類共通の課題である地球環境問題への
取り組みを促進するため、｢海津市環境基本条例｣｢海津市第 2 次環境基本計画｣を基に、｢豊かな
自然と共に生き未来へつなぐまち　海津｣の実現のため、市民、市民組織、事業者、行政が協働
して施策を進めています。中でも、資源ごみリサイクルの拠点である｢海津市エコドーム｣の運用
は1４年目になりますが、令和 2 年度においては利用者が７４,３1７人となり運用開始から最多となり
ました。利用者が開始年度の ３ 倍以上となりごみの資源化や減量化が図られています。
　さて、昨今の異常気象は地球温暖化の影響と言われており、平成25年には海津市でも時間雨量
100ｍｍを計測したことがあり、幸い大きな被害は無かったものの環境を保全していくことは、地
球温暖化防止と直結しており、他人ごとではなく地球市民としてのそれぞれの責務であると考
えられ、国連サミットで採択されたSDGsの目標1３｢気候変動及びその影響を軽減するための緊急
対策を講じる｣を速やかに実行して行く必要があると考えます。目標1３の中のターゲットにおい
て、海津市としてのゴールを定め、絵に描いた餅で終わることがないよう地球温暖化防止対策活
動に地域と協力して取り組んでまいります。
　最後になりましたが、貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝とご活躍を心よりご祈念申
し上げます。

「環境保全とSDGs」

海津市長　横　川　真　澄　　　

シ リ ー ズ

わがまちの環境保全と対策
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労働安全衛生

「はしごや脚立からの墜落・転落災害防止について」 

岐阜労働局労働基準部健康安全課  

　はしごや脚立は、ごく身近な用具であるため、墜落・転落の危険をそれほど感じずに使用す
る場合が多いのではないでしょうか。しかし、労働安全衛生総合研究所による脚立に起因する
労働災害を【傷病部位別】及び【傷病別】で見た分析結果によると、【傷病部位別】では上肢
と下肢で半数以上を占め、【傷病別】では骨折が全体の約３分の２を占めており、重篤な災害
につながりやすいということが分かりました。
　よって、以下のポイントを踏まえ、安全を確保した上で、はしごや脚立を適切に使用するこ
とが必要です。

① 不安定になるので天板の上で作業をしな
いでください。

② 天板から２段目以下の踏みさんを使用し
て下さい。また、脚立をまたいでの作業
はバランスを崩しやすいので行わないで
ください。

③ 凸凹した場所や傾斜のある場所では使用
しないで下さい。

④  身を乗り出したり、頭の真上での作業は
しないで下さい。

⑤  墜落した時などに頭部を保護するため、
ヘルメットの着用が有効です。

① はしごの上部・下部の固定状況を確認し
て下さい。(固定できない場合、別の者
が下で支える)。

② 足元に、滑り止め(転位防止措置)をして
下さい。

③ はしごの上端を上端床から60㎝以上突出
させて下さい。

④ はしごの立て掛け角度は75度程として下
さい。

⑤ 墜落した時などに頭部を保護するため、
ヘルメットの着用が有効です。

１．はしごや脚立に関する災害発生原因の特徴を踏まえた安全対
策をとり、想定される危険を常に予知しながら、はしごや脚立
を使用しましょう。

２．はしごや脚立は、足元が不安定になりやすく危険です。ま
ず、代わりとなる床面の広いローリングタワー（移動式足場）
や作業台などの使用を検討しましょう。

３．はしごや脚立を使用する際は、高さ１ｍ未満の場所での作業
でも墜落時保護用のヘルメットを着用して、頭部の負傷を防ぎ
ましょう。

ポ イ ン ト

はしごの安全な使用のポイント 脚立の安全な使用のポイント
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労働安全衛生

【はしごの災害事例】
①　はしごから身を乗り出して作業をしたところ、バランスを崩して墜落した。
　　☞　はしごでの作業を選択する前により安全な代替策を検討する。
②　はしごを使って地上に降りようとしたところ、はしご脚部下端のすべり止めが剝がれてお

り、はしごが滑ってそのまま転落した。
　　☞　はしごの上端または下端をしっかり固定する。
③　ローリー車の後部に設置してあるはしごを使って降りようとしたところ、はしごが水で濡

れていたため、足元が滑って墜落した。
　　☞　踏み面に滑り止めシールを貼る。耐滑性の高い靴及び手袋を使用する。

【脚立の災害事例】
①　脚立の天板に乗って作業をしたところ、バランスを崩して背中から墜落した。
　　☞　天板での作業は簡単にバランスを崩しやすいので禁止し、代替策を検討する。
②　階段の踊り場で脚立をまたいで乗った状態で蛍光灯の交換作業をしていたところ、バラン

スを崩して階段に墜落した。
　　☞　脚立にまたがっての作業は一旦バランスを崩すと身体を戻すのが難しい。脚立の片側

を使っての３点支持の体勢で作業をする。
③　両手に物をもって脚立を降りようとしたところ、足元がよろけて背中から墜落した。
　　☞　昇降時は荷物を持たず、３点支持の体勢で行う。

※　以下のリーフレットも参考にして、安全作業を行ってください。
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協 会 だ よ り

<(一社)岐阜県産業環境保全協会>

○理事会の開催
　｢第 ２ 回理事会｣
　令和 ３ 年度第 ２ 回理事会が、令和 ３ 年10
月 ８ 日(金)に｢ホテルグランヴェール岐山｣
で開催されました。
　最初に報告事項として次のことが報告さ
れました。
⑴ 　 会議報告
◦(公社)全国産業資源循環連合会令和 ３ 年

度第 1 回最終処分部会運営委員会
　　(Web会議)
◦(公社)全国産業資源循環連合会令和 ３ 年

度第 1 回中部地域協議会専務理事会議
　　(Web会議)
◦(公社)全国産業資源循環連合会会長表彰
　　(岐阜県関係者)
◦(公社)全国産業資源循環連合会第11回

定時総会(Web会議)
◦(公社)全国産業資源循環連合会令和 ３ 年

度第 1 回全国正会員事務局責任者会議
　　(Web会議)
◦大規模災害時廃棄物対策中部ブロック協

議会中部ブロック災害廃棄対策セミナー
(Web会議)

◦第15回大規模災害時廃棄物対策中部ブ
ロック協議会幹事会(Web会議)

⑵ 　委員会等報告
◦総務委員会
　第 ２ 回委員会の開催結果について
◦研修指導委員会  
　第 ２ 回委員会の開催結果について
　活動報告について
◦広報編集委員会
　第 ２ 回委員会の開催結果について
　活動報告について
◦適正処理委員会
　第 ２ 回委員会の開催結果について
⑶　青年部会動向について
◦役員会( 6 月から 9 月計 4 回)の開催結

果について
　青年部会ゴルフ＆懇親会( 9 月15日)延

期について
　第 ２ 回青年部事業の協議　国産バナナ

栽培農園＆大規模体験農園、ビジネス
チャンス勉強会、スマート農業勉強会
並びに収穫体験、Zoomを活用したオ
ンラインゲーム

　中部ブロック長良川河川敷クリーン活
動( ８ 月２0日)延期について

　続いて次の議案について審議が行わ
れ、いずれも原案どおり可決承認されま
した。
第 1 号議案　ホームページリニューアル本
 稼働について
第 ２ 号議案　ホームページバナー広告掲載
 要綱の作成について
第 ３ 号議案　新規加入会員の承認について

　
　次に｢一般社団法人岐阜県産業環境保全協
会の役職名の変更について｣及び｢第11回定時
総会開催日について｣の協議がされ、提案ど
おり事務を進めることが承認されました。
　その他の事項として｢産業廃棄物対策基金
の運用状況｣及び｢会計収支報告( 7 月末)｣が
報告されました。

第２回理事会

○委員会の開催
◦総務委員会( 7 月２9日開催)
　行政と当協会との懇談会について、11

月下旬から1２月中旬の理事会の後に開
催することとしました。　　

　災害対策本部構成員の見直しについ
て、災害時に、実務が機能的に行える
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役員の選出と再編成を行い、理事会に
諮ることとしました。

◦研修指導委員会( 7 月1３日開催)
　副委員長の選任について、欠員となっ

た副委員長の選任を行い、江﨑委員を
選任しました。

　その他の研修会の開催については、第
２ 回補助金活用セミナーの開催、多く
の会員にSDGsを周知する研修会を開
催することとし、研修内容を充実する
ため会員へのアンケートを実施しまし
た。

◦広報編集委員会( 7 月３0日開催)
　ホームページのリニューアルの内容確

認とバナー広告の取り扱いについて協
議をしました。

　リニューアル画面をモニターで確認を
したところ、概ねの完成が認められた
ため今後は仮稼働を行いながら気がつ
いた箇所を微修正して、理事会で本稼
働の承認とバナー広告掲載要綱作成の
承認を諮ることとしました。

　｢協会報第1２８号｣の編集方針について協
議を行い、編集方針どおりに進めるこ
ととしました。

　｢２0２２年版協会カレンダー｣を仕様案に
基づき作成することとしました。

　事業活動としては、 7 月には｢ぎふ環境
保全第1２7号｣を作成・発行し、 9 月に
は｢令和 ３ 年度版協会要覧｣を作成・発
行しました。

◦適正処理委員会( 9 月 ３ 日Web開催)
　新型コロナ感染拡大状況を鑑み、委員

長は当協会会議室で他の委員は各職場
からリモートで会議を行いました。

　産業廃棄物処理への理解と当協会と会
員のイメージアップのため｢啓発グッズ
配布｣について、製作に向けて種類、
配布先等を検討しましたが結論に至ら
ず、引き続き、単価、数量なども含め
協議を行うことにしました。

○研修指導委員会の活動
◦補助金活用セミナーの開催
　令和 ３ 年 7 月1３日(火)1３時３0分からホ

テルグランヴェール岐山(リモート併
用)で開催され、 1 部は｢エネルギー対
策事業について｣、 ２ 部は、新型コロナ
ウイルスの経済対策事業について｣と題
し、(株)十六銀行及び十六リース(株)
の後援により、株式会社イースリー中
部支店の武藤貴光氏から講義をしてい
ただきました。

補助金活用セミナー(7月13日)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２回は令和３年10月8日(金)15時から
ホテルグランヴェール岐山(リモート併
用)で開催され(株)大垣共立銀及び共
友リース(株)の後援により(株)エフア
ンドエム　名古屋支社の河合幹雄氏よ
り、｢補助金と助成金の活用について｣
講義をしていただきました。

補助金活用セミナーⅡ(10月８日)

　補助金活用セミナーは協会初の試みで
あり、終了後の受講された会員の中に

協 会 だ よ り
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協 会 だ よ り

会員数の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和 ３ 年 1 0月 1 日現在)

正 会 員 ２８５

賛 助 会 員 ５８

特 別 会 員 ２

合 計 ３４５

加 入 日 会 員 名
代表者職氏名

住　　所
電話番号 会員区分

1０ 月 ８ 日 株 式 会 社  ト オ ヤ マ 　
代表取締役　遠　山　重　德

〒 5００-８０55
岐阜県岐阜市笹土居町 27

☎ ０5８-265-2729
正 会 員

新規加入会員の紹介

【産業廃棄物収集運搬課程講習会(新規)】
　開催日・場所　 9 月 ８ 日(水)午前・午後
 OKBふれあい会館
　受　講　者　計101名

【特別管理産業廃棄物管理責任者講習会】
　開催日・場所　 9 月 9 日(木)午前
 OKBふれあい会館　
　受　講　者　54名

【産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運
搬課程講習会(更新)】
　開催日・場所　 9 月 9 日(木)午後
 OKBふれあい会館
　受　講　者　54名

○会員による行政への寄付
　当協会の会員である株式会社國本起業(代
表取締役　國本吉男)の社員が、処理を受託
した廃棄物の選別中に現金を発見し、会社
の拾得物として警察署に届けました。 ３ ヶ
月が過ぎ遺失者が判明しなかったため、受
け取った現金約500万円について、社員一同
及び当協会の役員に相談した結果、公のた
めに活用してもらうことが良いという結論

に至り、新型コロナウイルス感染症対策等
の資金として、岐阜県に３00万円、多治見市
と御嵩町に各100万円の寄附をされました。
　代表取締役である國本吉男氏からの目録
贈呈には、県では古田肇県知事、高木貴行
県会議員、総務部長が出席され、多治見市
では、古川雅典多治見市長が出席、御嵩町
では渡邊公夫町長が出席されました。
　会社側は、社員代表で國本勝典氏、國本
翔太氏が立ち会いされ、協会からは澤田理
事長と大坪専務理事が立ち会いました。

岐阜県庁４階第１応接室にて
左から　高木県議、古田知事、國本吉男氏、
國本勝典氏、澤田理事長、國本翔太氏
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お 知 ら せ

<青年部会の動向～未来人～>
○役員会
　役員会はハイブリット形式若しくはオンライン(Zoom)形式により月 1 回開催致しました。
役員会開催にあたり主な内容としまして、コロナ禍であっても開催できる事業計画を立てるこ
とを目標に開催致しました。コロナ禍でなかなか対面での事業が厳しいですが、青年部らしく
臨機応変に対応しオンライン等で開催するなどの意見を出し合い、こんなご時世であっても会
員相互の交流を図ることを考え事業の計画を協議致しました。

・第 1 回役員会(ハイブリット開催）
　期日：令和 ３ 年 5 月1３日
　議題：第1８回定時総会決算
 ２0２1年度事業開催に関して
　場所：ドリームシアター岐阜
　　
・第 ２ 回役員会(オンライン開催）
　期日：令和 ３ 年 6 月10日
　議題：第 1 回青年部事業に関して(協議）
 中部ブロック岐阜県事業に関して

・第 ３ 回役員会(ハイブリット開催）
　期日：令和 ３ 年 7 月 ８ 日
　議題：第 1 回青年部事業に関して(審議）
 中部ブロック岐阜県事業に関して(審議）
　場所：ドリームシアター岐阜
　　
・第 4 回役員会(オンライン開催）
　期日：令和 ３ 年 ８ 月２4日
　議題：第 1 回青年部事業に関して(開催の有無）
 コロナの状況踏まえ今後の事業活動について
　
・第 5 回役員会(オンライン開催）
　期日：令和 ３ 年 9 月15日
　議題：第 ２ 回青年部事業に関して(討議）

○事業
　今年度の事業は時勢に合わせ開催日時が前後することも想定しながら、下記の通り 9 月、 ２
月の ２ 回開催計画を立てました。

・第 1 回
　青年部ゴルフコンペ＆懇親会(屋外会場）
　令和 ３ 年 9 月15日
　※緊急事態宣言の発令により延期となりました。

・第 ２ 回(現在協議中）
　　(案 1 ）国産バナナ栽培農園＆大規模体験農園
 ビジネスチャンス勉強会、スマート農業勉強会並びに収穫体験
 開催日令和 4 年 ２ 月ごろ

　　(案 ２ ）Zoomを活用したオンラインゲーム
 開催日令和 4 年 ２ 月ごろ

○中部ブロック事業(岐阜県担当事業)長良川クリーン活動&懇親BBQ
　令和３年８月20日
　※愛知県の緊急事態宣言の発令により延期となりました



－ 26 －

※　改正廃棄物処理法が､平成２9年 6 月 9 日に成立し､ 6 月16日に公布されました｡この改
正により､多量の産業廃棄物を生ずる事業所を設置している者として環境省令で定める者
(前々年度に50t以上の特別管理産業廃棄物を排出した事業所)が産業廃棄物の運搬又は処
分を他人に委託する場合には､電子マニフェストの登録を行わなければならないこととな
りました。

　　なお､義務化は､令和 ２ 年 4 月 1 日から施行されました｡(改正廃棄物処理法第1２条の 5 ､
　同法附則第 1 条第 ２ 号､廃棄物処理法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令第 1 条)
　この機会に､電子マニフェストの導入を是非ご検討ください。

<電子マニフェストシステム(愛称：JWNET)の加入申込み>
ー事業者のマニフェスト事務の効率化のためにー

1　申込み方法
　(公財)日本産業廃棄物処理振興センターホームページのWeb申込フォームから申込みして
ください。

2　利用料金
⑴　排出事業者

岐阜県内の加入状況
令 和 ３ 年 9 月２ ２日現 在

⑵　収集運搬業者
⑶　処　分　業　者

3　問い合わせ先
(公財）日本産業廃棄物
　　　　　　　処理振興センター

ホームページアドレス
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/

JWNETサポートセンター

在宅勤務を実施しているため、電話が
大変つながりにくくなっております。
▼電話サポート　対応時間
【平日 9：00～1２：00、1３：00～16：00】

電話：0800－800－9023
(フリーアクセス、通話料無料)

※IP電話等フリーアクセスがご利用で
　きない場合は､03‒5275‒7023まで
　おかけください。

利用区分 A料金 B料金
少量排出事業者
団体加入料金
（C料金）

基　本　料
（１年間） 26,400円 1,980円 不　要

使　用　料
（登録情報１件につき） 11円 (90件まで無料)

22円 22円

利用区分の目安と
なる年間登録件数 2,401件以上 2,400件以下 ―

加 入 区 分 加 入 者 数

排 出 事 業 者 5 , 7 2 0

収 集 運 搬 業 者 3 9 5

処 分 業 者 1 7 2

合 計 6 , 2 8 7

利用区分 ⑵収集運
　搬業者

⑶　処　分　業　者
処分報告
機能のみ
　　　　※１

処分報告機能+２次登録機能※２

A料金 B料金

基　本　料
（１年間） 13,200円 13,200円 26,400円 13,200円

使　用　料
（登録情報１件につき） ― ― 11円 (90件まで無料)

22円

利用区分の目安と
なる年間登録件数 ― ― 1,381件以上 1,380件以下

排出事業者の加入単位　排出事業場単位または排出事業場を管轄する
本社、支店、営業所単位など

※ 1　処分終了報告、最終処分終了報告を行う機能のみの料金です。
※ 2　上記１の機能と併せて、中間処理後の残さを電子マニフェスト
　　登録（２次マニフェスト登録）する機能の料金です。

　収集運搬業者の加入単位
　　業者単位で加入、１業者の複数加入も可能

　処分業者の加入単位
　　処分事業場単位（同一敷地内に中間処理施設及び最終処分施設が
　　ある場合、１事業場とすることも可能）

産業廃棄物管理票(マニフェスト)等の購入について
【産業廃棄物管理票(マニフェスト)の購入方法】

　

○協会事務局で直接購入する場合

　窓口にて購入申込書に必要事項を記入していただき、現金と引き換えで購入してください。

　

○発送を希望する場合

　次ページの｢産業廃棄物管理票(マニフェスト)購入申込書｣に必要事項をご記入の上、FAX

で送信をしてください。

　申込書の記載内容を確認後、翌営業日(土日祝日を除く)に発送します。ただし、協会の行

事、諸事情によりご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

　産業廃棄物管理票代金及び送料は発送の際に同封する｢払込取扱票｣により、到着日を含め10

日以内にゆうちょ銀行(郵便局)へお振込みください。なお、振込手数料は無料です。

　

○送料について

　会員は無料、非会員は購入者の負担となります。

　非会員は、産業廃棄物管理票代金と共に送料をお振り込みいただきます。

　詳細につきましては、事務局までお問い合わせください。

【産業廃棄物管理票(マニフェスト)の書き方等の小冊子の購入方法】

　産業廃棄物管理票((公社)全国産業資源循環連合会発行)、建設系廃棄物マニフェスト(建設

六団体副産物対策協議会発行)の書き方等の小冊子を希望される方は、次ページ｢産業廃棄物管

理票(マニフェスト)申込書｣の冊子欄に数量をご記入ください。マニフェストと同送いたしま

すので、マニフェスト代金と併せてお支払いください。 

お 知 ら せ



－ 27 －

産業廃棄物管理票(マニフェスト)等の購入について
【産業廃棄物管理票(マニフェスト)の購入方法】

　

○協会事務局で直接購入する場合

　窓口にて購入申込書に必要事項を記入していただき、現金と引き換えで購入してください。

　

○発送を希望する場合

　次ページの｢産業廃棄物管理票(マニフェスト)購入申込書｣に必要事項をご記入の上、FAX

で送信をしてください。

　申込書の記載内容を確認後、翌営業日(土日祝日を除く)に発送します。ただし、協会の行

事、諸事情によりご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

　産業廃棄物管理票代金及び送料は発送の際に同封する｢払込取扱票｣により、到着日を含め10

日以内にゆうちょ銀行(郵便局)へお振込みください。なお、振込手数料は無料です。

　

○送料について

　会員は無料、非会員は購入者の負担となります。

　非会員は、産業廃棄物管理票代金と共に送料をお振り込みいただきます。

　詳細につきましては、事務局までお問い合わせください。

【産業廃棄物管理票(マニフェスト)の書き方等の小冊子の購入方法】

　産業廃棄物管理票((公社)全国産業資源循環連合会発行)、建設系廃棄物マニフェスト(建設

六団体副産物対策協議会発行)の書き方等の小冊子を希望される方は、次ページ｢産業廃棄物管

理票(マニフェスト)申込書｣の冊子欄に数量をご記入ください。マニフェストと同送いたしま

すので、マニフェスト代金と併せてお支払いください。 

お 知 ら せ
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　〇保全協Ｎｅｗsについて

　令和 ３ 年 7 月２８日(第２11号)で会員の皆様にお知らせした内容は次の項目です。

（第２11号）
　 1 　２0２２年版産廃手帳のご購入案内について
　 ２ 　｢産業廃棄物処理ｅラーニング講座(令和 ３ 年度)開講｣のご案内について
　 ３ 　｢令和 ３ 年度産業廃棄物処理検定(廃棄物処理法基礎)｣開催のご案内について
　 4 　令和 ３ 年度（第7２回)全国労働衛生週間について

　事務局からのお願い

※会員各位
〇社名・代表者職氏名・所在地・電話番号・FAX番号に変更が生じた場合は、事務局へFAXに

てご連絡ください。
〇ホームページを開設された場合は、ホームページのアドレスを事務局へFAXにてご連絡くだ

さい。
〇電子マニフェストに加入された場合は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター発行の電子マ

ニフェスト加入証の写しを事務局へ送付ください。

※正会員(処理業者)各位
〇許可証の内容に変更が生じた場合は、該当する許可証の写しを速やかに事務局へ送付くださ

い。
〇許可更新後に許可証の写しを事務局へ送付ください。

　　事務局からのお知らせ

　当協会WEBの会員専用データベースに、行政機関からの通知文や廃棄物処理法の改正など、
最新の情報を随時更新しておりますので、ご利用ください。
　なお、会員専用を閲覧するには、IDとパスワードが必要となります。
　(IDとパスワードは、平成２4年 4 月 6 日に送付済です。その後の加入会員は、入会時に送付し
ています。)
　また、IDとパスワードがご不明な場合には、お手数ですが事務局へご連絡ください。

お 知 ら せ
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　最近、夜の草むらから、コオロギの合唱がにぎやかに聞こえ、晩酌どきの楽しみにしていま
す。秋風が気持ちよい今日この頃、皆様いかがお過ごしですか？

　新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出と解除が繰り返され、いまだ収束の目途が立た
ず暗いニュースばかりの今日この頃ですが、ロサンゼルス・エンゼルス所属の大谷翔平選手をは
じめ、若い世代がご活躍されているニュースが流れると心が躍り希望にあふれ嬉しく感じます。
　渡米当初は「二刀流は難しいのではないか？」「投手のみに専念をした方がいいのではない
か？」などと言った声がありましたが、今年は 9 月２0日の時点で ２ 桁勝利目前、盗塁ランキグ 5
位の２３個、ホームラン王争いをしているなど大ブレークを果たし、以前の雑念を払拭しました。
　本当に頭が下がる思いです。

　この若い世代に何をしてあげられるか、何が残せるのかと考えると、よりよい環境を後世に残
すことだと思います。
　今よく耳にする『SDGs』ですが、内容を理解し実践している人が一体どれくらいいるのでし
ょうか？
　言葉ばかり先行しているように感じてしまいます。

　弊社は生コンクリートの製造をしております。
　毎年地球を削って生み出される生コンクリートは全世界で年間約15,000百万トン(＝6,500 
百万㎥）東京ドーム３,600 個分です。そのうちの ３ ～ 5 ％が「残コン・戻りコン」となってお
り、その量は実に世界で東京ドーム100～1８0個分、日本国内だけでも年間東京ドーム ２ ～ 4 個分 
の残コン・戻りコンが発生しています。

　現在、弊社ではリサイクル資材を用いた生コンクリートの製造や残コンクリートのリサイクル
を改めて検証し微力ながらSDGsの一助になれればと考えております。

　記　河原　三次

保全協会報「ぎふ環境保全」編集委員

　　　　委 員 長　石　田　謙　治
　　　　副委員長　小　塚　将　樹
　　　　　石　原　幸　喜　　河　原　三　次　　長谷川　光　彦
　　　　　濱　岡　直　彦　　伏　見　典　郎　　

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ５ 日 発 行 第１２８号
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協会ホームページへのバナー広告掲載募集

　当協会では、ホームページに掲載するバナー広告を募集しています。ホームページのバナー
広告は多くの人の目に触れ、貴社のホームページへのリンクもできますので貴社の営業広告や
イメージアップにご活用ください。なお、掲載料金等（消費税込み）は下記のようになってい
ます。
　掲載の申込みは協会事務局にご相談ください。
ホームページバナー広告掲載料 

注　掲載内容は、当協会ホームページバナー広告掲載要綱に基づいたものとします。

協会報への広告掲載募集

　当協会では、協会報「ぎふ環境保全」(年 4 回)及び「協会要覧」(年 1 回)を発行しており、
これに掲載する広告を募集しています。広告は協会報を通じて直接、読者の目に留まるほか、
平成２３年度からは協会ホームページからアクセスして最新号及びバックナンバーでも閲覧でき
るようになっており、こちらでも広告の効果が高まっています。
　是非、貴社の営業広告やイメージアップ広告としてご活用ください。なお、掲載料金（消費
税込み）は下記のようになっています。
　掲載の申込みは協会事務局にご相談ください。

協会報広告掲載料

注　 1 　 1 ／ ２ ページの掲載の場合は上記料金の半額です。（広告原稿は広告主負担）

　 　 ２ 　 4 回連載で申込みの場合は、10％の割引となります。

　　　　(ホームページのバナー広告も希望により掲載致します）

　 　 ３ 　表紙及び裏表紙の裏面、並びに裏表紙への掲載の申込みは、現在受け付けておりません。

バナー掲載料 １年間の料金 (　) は会員外の掲載

バナー画像作成料
20,000 円 (50,000 円）

3,300 円 (企業ロゴ作成は別途料金)　

掲　　載　　面 印刷形態 １回の料金 (　) は会員外の掲載

表紙の裏面及び裏表紙の裏面
カ ラ ー　 3０，０００ 円 (4０，０００ 円 )

モ ノ ク ロ 2０，０００ 円 (3０，０００ 円 )

裏　　表　　紙 カラーのみ 4０，０００ 円 (5０，０００ 円 )

本　　文　　中
カ ラ ー　 3０，０００ 円 (4０，０００ 円 )

モ ノ ク ロ 1０，０００ 円 (2０，０００ 円 )
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